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災害時等における応急生活物資の供給
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災害時等における応急生活物資の供給及び支援物資の輸送等に関する協定書

山形県,(以下、「甲」という。)と株式会社丸勘山形青果市場(以下、「乙」という。)は、次

のとおり災害時等における応急生活物資の供給・輸送、広域物資輸送拠点としての施設使用、

支援物資等の緊急輸送及び保管に関する協定を締結する。

第一趣旨

(趣旨)

第1条この協定は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下、「災害時等」とい
う。)において、甲が行う支援活動等のために必要とする応急生活物資を乙が迅速かつ円滑に

供給・輸送するため、また、乙が管理する施設を使用して甲が広域物資輸送拠点(以下、「拠
点」という。)の開設及び運営、支援物資等の緊急輸送及び保管をするため、必要な事項を定
めるものとする。

第二応急生活物資の供給
(応急生活物資供給の要請)

第2条甲は、次に掲げる場合において、応急生活物資を調達する必要があるときは、乙に対
し、応急生活物資の供給を要請することができる。

(1)山形県内において災害等が発生し、又は発生するおそれがあるとき
(2)山形県外において災害等が発生し、又は救援の必要があり、国又は他の都道府県から

応急生活物資調達のあっせんを要請されたとき

2 要請の方法は、甲から乙に対し、別紙様式1「応急生活物資供給要請書」により行うもの
とする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭又は電話等により要請
し、その後速やかに文書を提出するものとする。

(調達物資)

第3条甲が乙に供給を要請する応急生活物資は、次に掲げるものとする。
(1)青果物

(2)その他甲が指定する応急生活物資で乙が提供できるもの

(要請に基づく乙の措置)

第4条乙は、甲から第2条の要請を受けたときは、速やかに応急生活物資の供給を実施する
ものとする。

2 乙は、前項の規定により応急生活物資の供給を実施した場合は、甲に対し、別紙様式2「応
急生活物資供給実績報告書」(以下、「実績報告書」という。)によりその状況を報告するもの
とする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により報告し、その後速やかに文書を提出す

るものとする。

(応急生活物資の運搬及び引渡し)

第5条応急生活物資の引渡場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡場所までの応急
生活物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別
に甲の指定する者が行うものとする。



2 甲は、前項の引渡場所に職員を派遣し、応急生活物資を確認の上、引渡しを受けるものと

する。

3 甲は、前項の職員を甲の指定する者に代行させることができる。

(応急生活物資供給の費用負担)

第6条甲は、乙が第4条の規定により供給した応急生活物資の対価及び第5条の規定による

応急生活物資の運搬に要した費用を負担する。

2 甲が前項の規定により負担する額は、災害が発生する直前における通常の価格を基準とし、

甲乙協議の上定めるものとする。

第三支援物資の輸送等

(施設の使用申請)

第7条甲は、災害時において次の施設を拠点として使用する必要があるときは、乙に対して

施設の使用を申請するものとする。

所在地山形市十文字2160

施設名株式会社丸勘山形青果市場

2 前項の規定による申請は、別紙様式3により行うものとする。ただし、緊急を要する場合

は、電話その他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。

(施設の使用許可)

第8条乙は、前条の規定による申請を受けた場合において、乙が施設の使用について認めた

場合は、施設の一部又は全部について甲の使用を許可するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(施設の使用目的)

第9条甲は、乙から使用許可を受けた施設を拠点及び輸送車両の駐車場として使用すること

ができる。

(拠点の管理運営)

10条拠点の管理運営は、甲の責任において行うものとする。

乙は、拠点の管理運営について甲に協力するものとする。

(施設使用の費用負担)

H条施設の使用料は無償とする。

甲は、拠点の管理運営に係る費用及び施設を原状に回復する費用を負担するものとする。

(施設使用期間)

第 12 条拠点として施設を使用する期間は、災害発生の日から1ケ月以内とするものとする。

ただし、状況により期間を延長する必要がある場合は、甲乙協議のうえ、 1ケ月の範囲内で

延長することができるものとし、以後も同様とする。
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2 甲は、乙による施設の使用を早期に再開できるよう拠点として施設を使用する期間の短縮

に努めるものとする。

(施設使用の終了)

第13条施設使用の終了は、甲が拠点の運営及び施設の原状回復を終了し、乙の確認を受けた

ときとする。

2 甲は、施設使用を終了する場合は、乙に別紙様式4を提出するものとする。

(支援物資等の緊急輸送に関する業務及び要請)

第N条甲は、災害時に被災地等を支援するため、次に規定する支援物資等の緊急輸送に関す

る業務(以下「緊急輸送」という。)が必要となったときは、乙に対し、別紙様式5により要

請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法をもって要請し、その

後速やかに文書を送付するものとする。

(1)支援物資等の緊急輸送

(2)前号に必要な車両、作業員、荷役機械及び資機材の手配

(3)その他必要な業務

2 乙は、前項の規定による要請があったときは、緊急輸送を可能な限り通常業務に優先

して行うものとする。

3 甲は、乙の行う緊急輸送に必要な燃料の優先確保、緊急通行車両の指定及びその他円

滑な輸送に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(緊急輸送の報告)

第 15条乙は、緊急輸送を行ったときは、甲に対し、別紙様式6により速やかに報告するもの

とする。

(緊急輸送の費用負担)

第 16条緊急輸送に要した費用は、甲が負担するものとする。

2 前項の費用のうち、事業用自動車に係る運賃及び料金は、災害発生時直前における地域の

事業者の認可運賃又は標準的な運賃、料金等を基準として、甲乙協議の上決定するものとす

る。

3 第1'項の費用のうち、前項の費用以外の費用は、甲乙協議の上決定するものとする。

(緊急輸送の事故)

第17条乙の事業用自動車が、故障その他の理由により緊急輸送を中断したときは、乙は、速

やかに事業用自動車を交換して緊急輸送を継続するよう努めるものとする。

2 乙は、緊急輸送に際し事故が発生したときは、甲に対して速やかにその状況を報告するも

のとする。



(支援物資等の保管に関する業務及び要ヨ剤

第18条甲は、災害時に被災地等を支援するため、次に規定する支援物資等の保管に関する業

務(以下「支援物資等保管」という。)が必要となったときは、乙に対し、別紙様式7により

要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法をもって要請し、

その後速やかに文書を送付するものとする。

(1)支援物資等の入出庫、仕分け及び保管

(2)支援物資等の在庫状況の把握及び甲への報告

(3)前2号に必要な作業員、荷役機械及び資機材の手配

(4)その他必要な業務

2 乙は前項の規定による甲の要請があったときは、支援物資等保管を可能な限り通常業務に

優先して行うものとする。

3 甲は、乙の行う支援物資等保管に必要な燃料の優先確保、通信手段の確保及びその他施設

の円滑な運営に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(保管等業務の報告)

第 19条乙は、支援物資等保管を行ったときは、甲に対し、別紙様式8により速やかに報告す

るものとする。

(保管等業務の費用負担)

第20条物資の保管等に要した費用(保管料及び荷役料、資機材の使用料等の実費負担額)は、

甲が負担する。

2 前項の費用は、災害時等の直近における山形県の事業者が定めている標準的な料金を基準

として、甲乙協議の上、決定するものとする。

3 乙は、甲が負担する費用を甲に請求する。

4 甲は、前項の請求があった場合には、その日から起算して30日以内に支払う。

(保管等業務の事故等)

第21条乙は、支援物資等保管に際し事故が発生したときは、甲に対して速やかにその状況を

報告するものとする。

第四雑則

(情報提供)

第器条乙は、本協定に基づく活動の従事中に覚知した災害等による被害情報は、甲及び市町

村等関係機関に積極的に提供するものとする。

(費用の支払)

第器条甲は、乙から費用の支払い請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。

(補償)

第 24 条この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務により死亡、負傷、

又は疾病に櫂患した場合の補償については、当該従事者の使用者の責任において行うものと



する。

(連絡責任者の報告及び情報交換)

第25条甲及び乙は、本協定に関する連絡責任者を選任し、互いに報告を行うものとする。連
絡責任者を変更したときも同様とする。

2 甲及び乙は、平常時から協定の運用等について連絡責任者による情報交換を行い、災害時

等に備えるものとする。

(有効期間)

第26条この協定の有効期間は、この協定の締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が
満了する日の30日前までに甲又は乙から協定終了の意思表示がないときは、更に1年間延

長するものとし、以後も同様とする。

(協議)

第27条この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙
協議の上決定するものとする。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名の上、各自1通を保有する。

令和3年9月14日

甲 山形県山形市松波二丁目8番1号

山形県

山形県知事

乙 山形県山形市十文字2160

株式会社丸勘山形青果市場

代表取締役社長

吉_.""1.1_1鄭.子

井.上_司.__.エ.__、,_


